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人
事
委
員
会

○
福
岡
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の

　

一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
再
　
　
　
掲

○
特
定
大
規
模
災
害
等
に
対
処
す
る
た
め
の
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
に
関
す
る
条

　

例
の
施
行
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
一

　

福
岡
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
五
月
十
五
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

井　

手　

和　

英　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　
　
　

福
岡
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

　
　
　

改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元
年
福
岡
県
人

事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
中
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ

、
第
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

四　

妊
娠
中
又
は
産
後
一
年
以
内
の
会
計
年
度
任
用
職
員
が
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百

　
　

四
十
一
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
保
健
指
導
又
は
同
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
を
受
け

　
　

る
場
合　

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

　

五　

妊
娠
中
の
会
計
年
度
任
用
職
員
が
通
勤
に
利
用
す
る
交
通
機
関
の
混
雑
そ
の
他
の
通
勤
事
情
に　

　
　

よ
り
母
体
又
は
胎
児
の
健
康
保
持
に
影
響
を
受
け
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合　

正
規
の
勤
務
時
間
の

　
　

始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て
、
一
日
を
通
じ
て
原
則
と
し
て
一
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
そ

　
　

れ
ぞ
れ
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

　

第
十
二
条
第
二
項
中
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
六
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
四

号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

特
定
大
規
模
災
害
等
に
対
処
す
る
た
め
の
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
を
制

定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
五
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

井　

手　

和　

英　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

特
定
大
規
模
災
害
等
に
対
処
す
る
た
め
の
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
施

　
　
　

行
規
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
特
定
大
規
模
災
害
等
に
対
処
す
る
た
め
の
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
に
関
す
る　

　

条
例
（
平
成
二
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き

　

、
特
定
大
規
模
災
害
等
に
対
処
す
る
た
め
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

　

も
の
と
す
る
。

　

（
防
疫
等
作
業
手
当
の
種
類
及
び
手
当
の
額
）

第
二
条　

条
例
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
作

　

業
と
す
る
。

　

一　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
条
例
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ　
　
　
　
　

　
　

ル
ス
感
染
症
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
軽
症
患
者
等
（
条
例
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す

目

次
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る
軽
症
患
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
身
体
に
直
接
接
触
し
て
又
は
こ
れ

　
　

ら
の
者
に
接
し
て
行
う
作
業

　

二　

軽
症
患
者
等
が
使
用
し
た
物
件
の
処
理
作
業

　

三　

軽
症
患
者
等
の
生
活
支
援
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
人
事
委
員
会
が
こ
れ
ら
に
相
当

　
　

す
る
と
認
め
る
作
業

２　

条
例
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

　

ス
感
染
症
の
患
者
、
疑
似
症
患
者
又
は
人
事
委
員
会
が
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
と
認
め
る
者
（
以
下
「

　

患
者
等
」
と
い
う
。
）
と
の
接
触
又
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
病
原
体
に
汚
染
さ
れ
た
場

　

所
若
し
く
は
汚
染
さ
れ
た
疑
い
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
行
う
次
に
掲
げ
る
作
業
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

　

ル
ス
感
染
症
に
か
か
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

患
者
等
の
救
護
（
移
送
及
び
入
院
を
含
む
。
）
、
疫
学
調
査
、
検
体
の
採
取
そ
の
他
人
事
委
員

　
　

会
が
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
と
認
め
る
作
業

　

二　

患
者
等
の
移
送
に
使
用
し
た
物
件
の
処
理
、
移
送
後
に
お
け
る
車
両
の
消
毒
そ
の
他
人
事
委
員

　
　

会
が
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
と
認
め
る
作
業

　

三　

検
体
の
搬
送
そ
の
他
人
事
委
員
会
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
認
め
る
作
業

３　

条
例
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
作
業
の
区

　

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　

一　

第
一
項
第
一
号
の
作
業　

四
千
円

　

二　

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
作
業　

三
千
円

　

三　

前
項
第
一
号
の
作
業　

二
千
円

　

四　

前
項
第
二
号
の
作
業　

千
五
百
円

　

五　

前
項
第
三
号
の
作
業　

二
百
九
十
円

　

（
支
給
の
調
整
）

第
三
条　

同
一
勤
務
日
に
お
い
て
、
条
例
第
三
条
第
二
項
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
二
以
上
の
作
業
に
従

　

事
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
二
以
上
の
作
業
に
係
る
手
当
の
額
が
同
額
の
と
き
に
あ
っ
て
は
、

　

当
該
手
当
の
い
ず
れ
か
一
の
手
当
、
当
該
二
以
上
の
作
業
に
係
る
手
当
の
額
が
異
な
る
と
き
に
あ
っ

　

て
は
当
該
手
当
の
額
が
最
も
高
い
も
の
（
そ
の
額
が
同
額
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
手
当
の
い
ず

　

れ
か
一
の
手
当
）
以
外
は
支
給
を
し
な
い
。

　

（
特
殊
勤
務
手
当
実
績
簿
等
）

第
四
条　

条
例
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
作
業
に
係
る
特
殊
勤
務
手
当
実
績
簿
及
び
特
殊
勤
務
手
当

　

整
理
簿
に
関
す
る
事
項
は
、
福
岡
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
（
昭
和
二

　

十
九
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
十
二
条
を
準
用
す
る
。

　

　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

（
検
討
）

２　

第
二
条
に
規
定
す
る
防
疫
等
作
業
手
当
の
種
類
及
び
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ　

　

ル
ス
感
染
症
の
拡
大
の
状
況
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
そ
の
在
り
方
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。


